
北栄町告示第３６号 

 

北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金(以

下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄

町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

(目的) 

第２条 本補助金は、観光客が滞在したくなるような魅力ある観光地づくりを

進めるために、北栄町らしさを堪能する特色ある宿泊体験(民泊、古民家等

活用)を中心に地域資源の活用や住民との交流を促進するような魅力ある滞

在エリアの創造に取り組む事業者等を支援することを目的として交付する。 

(用語の定義) 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 民泊等施設 住宅の一部又は遊休施設を活用して宿泊の用に供する施

設であって、もっぱら観光客等のために宿泊を提供する施設のうち次のい

ずれかに該当する施設。 

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する簡易宿所営業許可を受け

営業している又は新規に許可を受け営業する見込みの施設 

イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第３条の届出のあった施設のう

ち家主居住型で農山漁村等地域における自然・伝統等の観光素材と組み

合わせた体験を提供できる施設 

ウ 宿泊を伴う体験学習の提供について旅館業法の適用除外となることが

関係官庁により認められた施設又は認められる見込みの施設 

(２) 滞在エリア 中学校区を基礎とした地区であって、複数の民泊等施設



が存在し、地域の幅広い観光資源を活用して、観光客が滞在、周遊できる

魅力ある観光地づくりに関係者が連携して一体的に取り組むことができる

地区又はこれに近接する地区 

(３) 宿泊事業者 自宅等を活用して家主居住型で農山漁村等地域における

自然・伝統等の観光素材と組み合わせた体験を提供する民泊等施設を新規

に運営する者又は既に運営している者で利用拡大を目指す者 

(４) 民泊推進協議会 町内において、教育旅行等の民泊受入れに取り組む

２者以上(個人を含む)で構成される連携事業者 

(補助金の交付) 

第４条 本補助金において補助対象とする項目と同一の経費について、国、

県、町等から補助金等を受けている又は受ける予定になっているものについ

ては、本補助金は交付しないものとする。 

２ 本補助金は次に掲げる全ての条件を満たす場合に交付するものとする。 

(１) 民泊等施設の運営は原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業

であること。 

(２) 事業完了後、最低５年以上民泊等施設の運営を行うこと。 

(３) 事業完了後５年間は、各年度の事業の状況について町長に求められた

場合、事業状況報告書を提出しなければならないこと。 

(４) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得

る予定であること及び施設整備、運営等に関して関係法令を所管する官庁

等と協議し、必要な手続き・基準等を満たすこと又は満たす予定であるこ

と。 

(５) 本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)

内に完了する事業であること。 

(６) 新たに民泊等施設の運営を開始する予定として交付決定を受けた場

合、交付決定年度内に宿泊者への施設提供を開始する事業であること。交

付決定年度内に事業実施に必要な許認可等を得ることができない場合、本



補助金は交付しないものとする。 

(７) 遊休施設を民泊等施設とする場合、建設当初又は改修時に助成金等の

交付を受けている場合は、財産処分等規定された手続きが終了又は終了見

込みであること。 

(８) 宗教活動、政治活動でないこと。 

(９) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこ

と。 

３ 鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補

助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

(補助対象事業) 

第５条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)

は、観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱(平成30年８月16

日付第201800120731号鳥取県観光交流局長通知)に基づき実施する別表の第

１欄に掲げる事業とする。 

２ 別表の第１項第３欄①から③までに掲げる事業は、鳥取県の実施する観光

客の心に響く滞在型地域創造事業補助金審査会において採択された事業のみ

を対象とする。 

(補助対象者) 

第６条 本補助金の交付の対象となる者は、別表の第２欄に掲げる者とする。

ただし、町税等を滞納している場合は交付の対象としない。 

(補助対象経費) 

第７条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)

は、別表の第３欄に掲げる経費とする。 

(本補助金の算定) 

第８条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除額税額(補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第

108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該



金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得

た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に別表の第４欄に掲げる率を

乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算

の範囲内で交付する。ただし、別表の第５欄に掲げる額を上限とする。 

(交付申請の時期等) 

第９条 本補助金の交付申請は、原則として、補助対象事業を開始する日の20

日前までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１項第１号及び第２号に掲げる書

類は、それぞれ様式第１号及び第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額

が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助

対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」とい

う。)の範囲内で交付申請をすることができる。 

(交付決定の時期等) 

第10条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算し

て、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の

決定を受けるまでの日数に７日を加えた日数が経過する日までの間に行うも

のとする。 

２ 町長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第８条の規定にか

かわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。

この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定

に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決

定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとす

る。 

(承認を要しない変更) 

第11条 規則第11条第１項の町長の定める軽微な変更については、次に掲げる

もの以外の変更とする。 



(１) 本補助金の増額又は２割以上の減額を伴う変更 

(２) 事業対象地域の変更 

(３) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更 

(実績報告の時期等) 

第12条 規則第20条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは

廃止の日から１箇月以内又は交付決定年度内のいずれか早い日までに行わな

ければならない。 

２ 規則第20条の報告書に添付すべき書類は様式第１号及び様式第２号とす

る。 

３ 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に

当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「交付決定控除

税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控

除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合

において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税

額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第３号に

より速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応

する額を町に返還しなければならない。 

(財産の処分制限) 

第13条 規則第28条ただし書の町長が別に定める期間(以下「処分制限期間」

という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第

15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該年数が５年に満たない財産にあ

っては５年とし、同令に定めのない財産にあっては類似品等を考慮し、町長

がその都度判断する。)とする。 

(収益納付) 

第14条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の

増加した財産の処分により、自ら収入のあったときは、当該収入があったこ



とを知った日から５日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に

納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならな

い。 

(財産に関する書類の保管) 

第15条 対象事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得した財産につい

て、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整備

し、及び保管しなければならない。 

(その他) 

第16条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

別表(第５条、第７条、第８条関係) 

１補助対

象事業 

２補助対象

者 

３補助対象経費 ４補助

率 

５補助限度

額 

６備考 

１魅力あ

る滞在施

設整備事

業 

〇宿泊事業

者 

〇民泊推進

協議会 

①魅力ある民泊等施設総

合整備事業 

日本ならではの伝統的な

農山漁村生活体験や地域

の人々との交流を楽しむ

滞在を提供する等、その

宿を訪れることが旅の目

的となる民泊等施設の整

備に要する経費 

施設の内装や外装の改修

(新築は含まない)、資材

２分の

１ 

１事業者あ

たり 

上限3,000

千円 

(①②③合

計) 

②、③の

事業を行

う場合は

①の事業

も併せて

実施する

ものとす

る。 



等の購入費、宿泊者が利

用する風呂・洗面所・ト

イレ等の改修、建物に付

随する消防等設備の新

設・改修等、施設整備と

一体として実施する備品

のリース又は20万円未満

の備品購入に要する経費

(宿泊者専用の設備・器

具に限る) 

※増改築、改修により施

設の魅力が高まる整備事

業でなければならない。 

※第２条の交付目的を達

するため、滞在エリア内

で複数の民泊等施設を整

備する必要がある場合、

１件の補助事業とするこ

とができる。 

※専ら施設所有者及び従

事者の居住・宿泊等に要

する部分に係る経費は対

象としない。 

※事業実施主体に係る運

営費等の経常的経費、施

設の維持管理費は対象と

しない。 



〇宿泊事業

者 

②魅力ある宿泊体験メニ

ュー創造事業 

ア 民泊等施設において

提供する地域資源等を活

用した特色ある商品(飲

食物・加工品・土産物

等)、サービス(体験メニ

ュー・プログラム)の企

画・開発・整備及び商品

化に要する経費 

イ ホームページ制作、

パンフレット作成、旅行

会社やマスコミ関係者へ

の情報提供等、造成した

メニューの情報発信、販

売促進、宣伝に要する経

費 

ウ 新規に民泊等施設を

運営する際の許認可申請

等に要する経費(更新に

係る費用は含まない) 

(食品衛生責任者養成講

習会受講料、旅館業・食

品営業許可申請手数料、

建築確認申請手数料等) 

エ 自動火災報知設備又

は特定小規模施設用自動



火災報知設備の設置が義

務づけられた施設に係る

同設備の購入、設置に係

る経費 

※その宿でしか体験でき

ない思い出に残る宿泊体

験を提供し、その宿を訪

れること自体が旅の目的

となるオンリーワンの民

泊等施設である、又はそ

の可能性が高いと認めら

れるものであること。 

※アに係る事業を必ず実

施するものとし、事業期

間内に商品化(パンフレ

ット、ホームページ等で

広報し、販売できる状態

とすることをいう。)し

なければならない。 

※アに係る事業により開

発された商品・サービス

等は季節が限定されるも

ののみではなく、年間を

通じて提供が可能なもの

を含むこと。 

※過大な食糧費、報償費

や事業実施主体に係る運



営費等の経常的経費、施

設の維持管理費は対象と

しない。 

〇民泊推進

協議会 

③魅力ある滞在エリア創

造支援事業 

ア 滞在エリア内におい

て地域ぐるみで宿泊客を

迎えるにあたっての「お

もてなし」を向上させる

取組に要する経費 

イ これまでは宿泊客に

よる消費効果が及びにく

かった民泊等施設以外の

飲食店・販売店や体験施

設等に宿泊客を引き込み

エリア内での滞在時間を

増やす取組に要する経費 

ウ 滞在エリア内におけ

る受入れ家庭確保のため

の掘り起こしに要する経

費 

(アドバイザー委託料、

先進地等視察費用、コー

ディネーター人件費(庶

務的業務を行う者の人件

費は除く)、地元講習

会・研修会開催経費、イ



ベント開催経費(一過性

のイベントは除く。)等) 

※アからウに係る事業の

うちいずれか２つ以上を

必ず実施しなければなら

ない。 

※過大な食糧費、報償費

や事業実施主体に係る運

営費等の経常的経費、施

設の維持管理費は対象と

しない。 

２ 民泊

等施設整

備事業 

〇宿泊事業

者 

〇民泊推進

協議会 

農山漁村等地域における

自然・伝統等の体験を提

供する民泊受入れのため

の宿泊施設等の整備に要

する経費 

(宿泊者が利用する浴

室、台所、トイレ、洗面

室等の改修及び施設のバ

リアフリー化等に要する

経費) 

※１申請当たりの対象経

費が10万円未満の事業は

対象外とする。 

※増改築、改修により施

設の魅力が高まる整備事

業でなければならない。 

２分の

１ 

１事業者あ

たり 

上限300千

円 

 



※第２条の交付目的を達

するため、滞在エリア内

で複数の民泊等施設を整

備する必要がある場合、

１件の補助事業とするこ

とができる。 

※専ら施設所有者及び従

事者の居住・宿泊等に要

する部分に係る経費は対

象としない。 

※事業実施主体に係る運

営費等の経常的経費、施

設の維持管理費は対象と

しない。 

 


